
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年７月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月１１日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 長崎県西海市御
み

床
とこ

島南方沖  

御床島灯台から真方位１７５°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°５７．９′ 東経１２９°３２.５′） 

事故調査の経過 平成２１年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 幸
こう

栄
えい

丸、７.９トン 

ＮＳ２―１３９０３（漁船登録番号）、個人所有 

１３.４６ｍ(Lr)×２.８９ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成３年５月７日 

Ｂ 漁船 初幸
はつゆき

丸、１.９トン 

ＮＳ３―４０４８９５（漁船登録番号）、個人所有 

８.６５ｍ(Lr)×２.０７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、平成１１年１１月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５９年９月３０日 

    免許証交付日 平成１７年９月２１日 

           （平成２３年３月６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５５年１２月１９日 

    免許証交付日 平成１９年３月１２日 

           （平成２４年８月２７日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾ブルワークに損壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人が乗り組み、約１２ノットの速力で手動

操舵により北進中、平成２１年４月１１日０５時３２分ごろほぼ正船首方

向にＢ船の白灯１個を視認し、レーダーで約１.５Ｍの距離であることを確

認した。 

 

船長Ａは、入港予定時刻を確認するためＧＰＳプロッターの操作を行う

合間に、０５時３８分ごろレーダーでＢ船を正船首左約５６０ｍのところ
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に認めたので、Ｂ船を左舷側に見て通過できるものと思い、その後は動静

監視を行わず、ＧＰＳプロッターの操作を継続した。 

船長Ａは、衝突の直前にＢ船を視認し、右舵を取り機関のクラッチを切

ったが、０５時４０分ごろ御床島南方沖において、Ａ船の船首とＢ船の左

舷船尾とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、たい一本釣り漁の目的で、０５時２

８分ごろ御床島南方沖の漁場に到着し、機関を停止して航海灯を消灯する

とともに、前部甲板上の白色作業灯を点灯し、船尾からシーアンカーを投

じて漂泊を開始した。 

船長Ｂは、操業準備作業を行う間、Ｂ船に向けて接近するＡ船を断続的

に視認していたが、いずれ避けてくれるものと思い、操業を開始した。船

長Ｂは、間近に接近したＡ船を認め、機関を始動しようとしたが、Ａ船と

衝突し、船長Ｂは落水した。 

 衝突後、Ａ船の甲板員によって船長Ｂは救助された。船長Ｂは頭部挫傷

を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約０.８～１.８m/s、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし 日出：０５時５６分 

 その他の事項 船長Ａは、ふだんからＧＰＳプロッターに表示される船首方位と自船の

位置を見ながら手動操舵で航行していたが、目視による確認をあまりして

いなかった。また、船長Ａは入港後の午前中に予定があったことから、Ｇ

ＰＳプロッターに表示される入港予定時刻に注意を奪われていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、御床島南方沖を北進中、船長ＡがＧＰ

Ｓプロッターの操作に注意を奪われ、Ｂ船に対す

る見張りを行っていなかったため、Ｂ船と衝突の

おそれのある態勢で接近していることに気付かな

かったものと考えられる。 

Ｂ船は、御床島南方沖でたい一本釣りの操業を

行って漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向けて接近する

Ａ船を視認していたが、いずれ避けてくれると思

い込んで操業を継続していたものと考えられる。 

原因 本事故は、御床島南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船がたい一本釣り

の操業を行って漂泊中、Ａ船が、Ｂ船に対する見張りを行わず、また、Ｂ

船が接近するＡ船が避けてくれるものと思い込んで操業を続けたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




